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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ウガンダ共和国関係機関との討議議事録（R/D）等に基づき、東

部ウガンダ持続型灌漑農業開発計画を実施しました。 

今般、プロジェクトの協力期間終了を目前に控え、技術協力期間中の実績と実施プロセスを確

認し、その情報に基づいて、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）

の観点から日本国側・ウガンダ共和国側双方で総合的な評価を行うとともに、今後の協力の枠組

みについても協議を行うことを目的として、2010年4月に、終了時評価調査団を現地に派遣しまし

た。 

本調査団はウガンダ共和国側評価委員と合同評価委員会を結成し、評価結果を合同評価報告書

に取りまとめ、合同調整委員会（JCC）に提出するとともに、ウガンダ共和国側政府関係者とプロ

ジェクトの今後の方向性について協議し、ミニッツ（M/M）として署名を取り交わしました。 

本報告書は、同調査団による協議結果、評価結果を取りまとめたものであり、今後広く関係者

に活用され、日本国・ウガンダ共和国両国の親善及び国際協力の推進に寄与することを願うもの

です。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心からの感謝の意を表し

ます。 

 

平成23年7月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ウガンダ共和国 案件名：東部ウガンダ持続型灌漑農業開発計画 

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部畑作地帯グループ 協力金額（評価時点）：約3億1,200万円 

先方関係機関：農業畜産水産省（MAAIF） 

日本側協力機関： 

協力期間 （R/D）2008年6月 

2008年8月～2011年6月 

（3年間） 
他の関連協力： 

技術協力プロジェクト「ネリカ米振興計画」 

１－１ 協力の背景と概要 

ウガンダ共和国（以下、「ウガンダ」と記す）において、農業はGDPの約20％、輸出の約48％、

雇用の約73％を占める基幹産業である。ウガンダ政府は、国家開発計画である「貧困撲滅行動

計画（Poverty Eradication Action Plan：PEAP）」に基づき各種貧困削減施策を推進しており、中

でも農業はPEAPに掲げられた重点5課題のうち、3課題の達成に必要不可欠なセクターとして重

要視されている。また、セクタープログラムである「農業近代化計画（Plan for Modernization of 

Agriculture：PMA）」を策定し、商業的農業の振興をめざしている。稲作に関しては、とりわけ

湿地帯の多い東部地域において水稲作が営まれてきた。しかし、小規模農家は十分な栽培技術

を習得しておらず、彼らを支援する普及体制も発展途上であるため、生産性は低い。このよう

な状況の中、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は「東部ウガンダ持

続型灌漑開発計画調査」（2003年～2007年）において、水稲産地である東部地域の条件に適した

簡易な水稲栽培技術の実証調査と関係機関への技術移転を行った。これらの成果を受け、2008

年3月にJICAとウガンダ農業省は「コメ振興プログラム（2008-2017）」において今後10年間の稲

作協力について合意し、2008年より本プロジェクトを開始した。 

 

１－２ 協力内容 

水稲栽培技術の確立と普及を通して、小規模農家のコメの生産性と生産量の向上を図るもの

である。 

（1）上位目標 

ウガンダ東部地域の県におけるコメ生産量が増加する。 

 

（2）プロジェクト目標 

プロジェクトサイトにおいて、持続型灌漑農業技術が導入され、コメの生産性と生産量

が向上する。 

 

（3）成果 

1. 対象地域の普及員の、小規模農家を対象とした、灌漑稲作の研修・普及に必要な能力

が向上する。 

2. プロジェクトサイトの小規模農家の灌漑稲作技術が向上する。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側：約3億1,200万円 

専門家派遣：9名 機材供与：183,910USドル 
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研修員受入（本邦及び第三国）：19名 ローカルコスト負担： 

 1,042,465,774ウガンダ・シリング 

 

相手国側： 

カウンターパート配置：90名 ローカルコスト負担： 

土地・施設提供： 30,885,650ウガンダ・シリング 

MAAIF本省及びムバレ県生産局内の執務室、 

付帯資機材及び電気・水道設備 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側 

1 団長／総括 時田 邦浩 JICA 国際協力専門員 

2 協力計画 野田 樹 JICA 農村開発部畑作地帯グループ 

乾燥畑作地帯課 職員 

3 評価分析 板垣 啓子 グローバル・リンク・マネジメント株式会社 

社会開発部 研究員 

ウガンダ側 

1 Mr. Robert Khaukha（リーダー） 農業畜産水産省（MAAIF） 

2 Mr. Henry Opolot  農業畜産水産省（MAAIF） 

3 Mr. Daniel Kigula 農業畜産水産省（MAAIF） 

 

調査期間 2011年4月5日～2011年4月28日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）アウトプット 

＜アウトプット１＞ 

県普及員及び農家代表を対象とした集合研修のプログラムとあわせ、研修教材として「低地

稲作生産ガイド」が策定された。現地研修についても、プログラムはおおむね完成しており最

終編集段階にある。集合研修はこれまでに合計20回、283名の受講者を対象に実施され、プロジ

ェクトの調査では、98％の普及員が既に農民への技術指導を行っており、37％がプロジェクト

と同様の展示・研修活動を実施した。 

 

＜アウトプット２＞ 

プロジェクトは、18県の54カ所のプロジェクトサイトにおいて研修・展示圃場を設置して現

地研修を実施し、780名の農民が研修を受講した。本調査時点までに研修が完了した24サイトで

の受講者数は395名であり、これらのサイト周辺で指導された技術を適用した農民数は254名

（64％）に達している。残り30カ所のサイトについても、農民の関心・意欲は高く、次作期に

は更なる技術受容が期待される。 

 

（2）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクトサイトにおける単位収量には0.5～7.6t／haと幅があるが、平均は3.6t／haで

あり、指標の目標値を達成している。プロジェクトにより導入された技術の適用がこれま

でに確認された面積はプロジェクトサイト周辺地域で63.5haであるが、普及員を対象とし

た調査ではプロジェクトサイト以外の地域でも112 ha近くに技術が波及している。研修プ
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ログラムについては集合研修、現地研修ともに協力期間終了までに最終版が完成する予定

であり、プロジェクト目標は成功裏に達成されるものと判断される。 

 

（3）上位目標達成の見込み 

プロジェクトの調査結果によれば、プロジェクトサイトの農民の稲の単位収量は以前に

比べ約2.7倍に増加しており、今般調査の聞き取りにおいて作付面積も3～4倍に増加してい

ることが報告された。これらのデータから見る限り、上位目標達成の達成には一定の見込

みが期待できるが、プロジェクトの研修を受講した普及員による継続的な技術普及と農民

間の波及が協力終了後も継続されることが重要な条件となる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

プロジェクトは、ウガンダ政府の「農業セクター開発戦略投資計画（Development Strategy 

and Investment Plan：DSIP）」（2010-2015）及び「国家米開発戦略（Uganda National Rice 

Development Strategy：UNRDS）」（2008-2017）がめざす生産量や生産性向上の方向性に合致

しており、農業開発、特に「アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）」の枠組みで米振

興の取り組みを支援するわが国の対ウガンダ援助計画との整合性も確保されている。プロ

ジェクトの活動は普及員、稲作農家双方から生産向上に有効であったと評価されており、

受益者のニーズに対する適切な対応であったと言える。 

 

（2）有効性：高い 

普及員の能力向上と農民の技術向上というアウトプットは生産性向上という目標の手段

として適切であり、アウトプットの達成がプロジェクト目標の達成に至る論理性は確保さ

れている。2つのアウトプットは目標達成に貢献しており、協力期間内にプロジェクト目

標は十分達成できると判断された。 

 

（3）効率性：高い 

ウガンダ側、日本側からの投入は計画どおり行われ、質・量ともにアウトプットの達成

に寄与した。ネリカ米振興計画や青年海外協力隊（Japanese Overseas Cooperation Volunteer：

JOCV）の活動との連携が図られており、特に国立作物資源研究所での研修活動等における

前者との協力は、プロジェクトの効率的な運営実施に資するものであった。 

 

（4）インパクト：高い 

協力期間後の継続的な普及によって各地での稲の生産が増加することが予想され、上位

目標達成に向けた正のインパクトが確認された。プロジェクトサイトでは、コメの生産増

加により農家収入が向上し、生計の改善がもたらされた。さらに、農民グループ活動を通

じた農民間の関係改善や外部支援との連携強化、新技術習得及び他農民への指導を通じた

自信の獲得など、社会資本面でもプラスのインパクトが発現した。なお、本調査におい

て、プロジェクトによるマイナスのインパクトは報告・観察されなかった。 

 

（5）自立発展性：中程度 

本プロジェクトはウガンダ政府の10カ年間計画であるUNRDSや現在のDSIPの方向性と

合致しており、政策的な持続性は高い。また、導入された稲作技術が基礎的でかつ低投入

なものであるため、技術面でも高い持続性が見込まれる。さらに、受益農民のレベルでは、

組織・財政面での持続性についても一定程度の期待できるが、一方で、 研修の実施など活
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動の継続と効果の更なる波及のためには、実施機関の組織的・財政的な持続性の強化が必

要である。これらに関しては、特に、従来の県生産局による普及事業と国家農業アドバイ

ザリー・サービス（National Agricultural Advisory Services：NAADS）との制度的な調整が早

急に求められる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

プロジェクトにおいては、生産性向上をもたらす基本的な稲作技術を選択して導入し、現地

研修・展示手法についても外部投入を最低限に抑え、受益者負担を求めるなど、将来的な継

続実施を可能とする工夫がなされており、これらの工夫が、受益者レベルでの技術受容や継

続実践に貢献したと考えられる。 

 

（2）実施プロセスに関すること：該当なし。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

プロジェクトの内容が対象県での活動を中心とするものであったにもかかわらず、プロジェ

クト事務所は実施機関本省内に設置され、ムバレの県生産局には連絡事務所が置かれた。本

省があるエンテベと対象県の距離や移動の利便性等、効率性の観点からは、両事務所を逆の

位置づけることも検討されるすべきであったと思われる。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

専門家が分散して配置され、広範囲に散在しているプロジェクトサイトでの活動が多岐にわ

たったため、プロジェクトチームとしての会合機会を設けることが困難であり、適時の正確

な連絡や情報共有に支障を来した例が報告された。プロジェクト終盤には定期的な会合が持

たれ、必要な情報教諭が行われた。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトは、特段の問題や遅滞なく実施され、期待された成果を着実に生み出しており、

協力期間終了までにプロジェクト目標が達成される見込みは高い。よって、計画どおり2011

年6月をもって協力を終了することが適切であると結論づけられる。 

 

３－６ 提言 

（1）プロジェクト終了までに実施すべき事項 

1）取りまとめのための活動実施 

各地のプロジェクトサイトでは、導入された稲作技術実践の経験が蓄積されているた

め、活動に参加した普及員や農民の経験共有を図ることは、将来的な技術波及に役立つ教

訓を得るため、さらに彼らの意欲を促進する意味でも有益である。また、研修が終了しつ

つある多くのプロジェクトサイトに関しても収量増加や波及の程度を把握することは、プ

ロジェクト全体としての成果を確認するうえで重要である。よってプロジェクト終了まで

にこれらの活動が実施されることが望ましい。 

 

（2）プロジェクト終了後に実施すべき事項 

1）農民を対象とした研修・展示活動の継続 

コメの重要性に関する政策的認知は高まりつつあるが、稲作技術に関する農民向けの研
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修や展示活動に充当すべき予算には制約があるのが現状である。農業省には、農民への稲

作技術普及のための経費確保に向け、今後も引き続き同様の努力を続けるとともに、関係

機関への働きかけを強化することが強く望まれる。  

 

2）低湿地の生産的利用に関する関係機関協議の推進 

低湿地の環境保全については既に政策が策定されているが、稲作生産の高いポテンシャ

ルにかんがみ、今後低湿地をどのように管理・利用していくのかについて、農業活動の湿

地環境への影響に関する科学的なデータに基づく検証も含め、関係機関での一層の議論を

推進していくことが重要であると考えられる。 

 

３－７ 教訓 

（1）効率性を勘案した活動拠点の設置 

実施機関本省内に設置されたプロジェクト事務所には2名の長期専門家が配置され、ムバレ

に長期専門家1名と短期専門家が常駐する連絡事務所が置かれたが、対象県との距離や移動

の利便性などを勘案すると、本拠地を首都に置いたことは、プロジェクト運営における効率

性の面で適切であったとは言い難い。現場レベルの活動を主たるコンポーネントとする案件

の場合、プロジェクト運営の中心となる活動拠点の選択にあたっては、効率性を十分に勘案

することが肝要である。 

 

（2）地域有力者によるプロジェクトへの参加・活動に対する認知の獲得 

プロジェクトサイトの選定にあたり、地域の有力者には十分な説明が行われたが、実際の活

動への参加を促すような特段の働きかけは行われなかった。農民グループに有力者が参加し

ている場合、これらの有力者がプロジェクトの成果の普及に積極的な役割を担う例が確認さ

れた。地域のリーダーは、農民に直接、間接の影響力を有しており、彼らのプロジェクト活

動への参加や、活動に対する肯定的な認知を獲得することは、将来的な成果普及の面で有効

であり、プロジェクトによる理解促進などの働きかけは重要であると考えられる。 
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第１章 評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ウガンダ共和国（以下「ウガンダ」と記す）の稲作振興のために2008年より実施してきた技術

協力プロジェクト「ネリカ米振興計画」「東部ウガンダ持続型灌漑農業開発計画」が2011年6月に

終了を迎える。 

本終了時評価調査は「ネリカ米振興計画」の協力開始から現在までの実績、プロジェクト目標と

成果の達成度をプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に基づき

確認し、更に評価5項目の観点からプロジェクトの評価を行うとともに、プロジェクト終了前後の

活動に関する提言と類似案件のための教訓を得ることを目的とする。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

No. Name Job Title Designation and Organization Duration 

時田 邦浩 団長/総括 JICA国際協力専門員 1 

Mr. Kunihiro 

TOKIDA 

Leader Senior Advisor, JICA 

4月11日～

4月27日 

 

野田 樹 協力計画 JICA農村開発部畑作地帯グループ乾燥畑作

地帯課 

2 

Mr. Tatsuki 

NODA 

Evaluation 

Planning 

Program Officer, Rural Development 

Department, JICA HQ Office 

4月14日～

4月23日 

 

板垣 啓子 

 

評価分析 

（東部） 

グローバル・リンク・マネジメント（株） 

社会開発部 研究員 

3 

Ms. Keiko 

ITAGAKI 

Evaluation 

Analysis 

Consultant 

4月6日～ 

4月27日 

 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 

１－３－１ 背景 

ウガンダにおいて、農業はGDPの約20％、輸出の約48％、雇用の約73％を占める基幹産業で

ある。ウガンダ政府は、国家開発計画である「貧困撲滅行動計画（PEAP）」に基づき各種貧困削

減施策を推進しており、中でも農業はPEAPに掲げられた重点5課題のうち、3課題の達成に必要

不可欠なセクターとして重要視されている。また、セクタープログラムである「農業近代化計

画（PMA）」が策定され、商業的農業の振興をめざしている。 

東部地域（面積約2万k㎡、人口約420万人）は湿地帯が多く、水稲栽培が盛んであるが、多く

は小規模農民による粗放的な水稲作（氾濫源を利用した天水依存型）で、圃場整備（代掻きに

よる均平作業の徹底）、種子選別、正条植え、雑草防除、適期収穫などの基本的な稲栽培技術が

農民に十分根付いていない。既存の灌漑排水施設の多くも適正に維持管理が行われておらず、

修復が必要な場所が多くなっており、安定的な農業用水の確保と稲栽培期間中の水管理が難し

いことがコメ生産量の安定・増加を阻害する1つの大きな要因となっている。 

かかる状況の下、ウガンダは東部地域を対象とする水稲作を中心とした灌漑農業開発に必要

な調査の実施を要請し、わが国は2003年11月より2007年3月まで開発調査「東部ウガンダ持続型

灌漑開発計画調査」を実施し、水稲産地である東部地域の条件に適した簡易な水稲栽培技術の
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実証調査と関係機関への技術移転を行った。ウガンダ政府は、本開発調査の成果を高く評価し、

東部地域22県における灌漑稲作振興の技術向上と普及体制整備にかかる技術協力プロジェクト

の実施をわが国に要請し、これを受けて本技術協力プロジェクトが2008年6月から約3年間の予

定で開始され、2010年2月には中間レビュー調査が実施された。今般2011年6月の協力期間終了

を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価・確認するとともに、提言及び教訓を導くこと

を目的として、本終了時評価調査が実施された。 

なお、本プロジェクトは、2008年3月にJICAとウガンダ農業省の間で合意された10年間の「コ

メ振興プログラム（2008-2017）」協力の主要コンポーネントである。 

 

１－３－２ プロジェクトの計画内容 

プロジェクトは中間レビュー調査時点で修正されたPDM（バージョン１）に沿って実施され

ている。同PDMにおける計画内容は以下のとおりである。 

 

表１－１ PDMの要約 

上位目標 ウガンダ東部地域の県におけるコメ生産量が増加する。 

プロジェクト目標 
プロジェクトサイトにおいて、持続型灌漑農業技術が導入され、コメの生

産性と生産量が向上する。 

アウトプット 

1. 対象地域の普及員の、小規模農家を対象とした、灌漑稲作の研修・普及

に必要な能力が向上する。 

2. プロジェクトサイトの小規模農家の灌漑稲作技術が向上する。 

活動 

0-1 ベースライン調査を実施し、プロジェクトサイトを選定する。 

0-2 プロジェクト活動を調整し、対象地域の各県と情報交換するためのプ

ロジェクト事務所を設置する。 

1-1 普及員や中核農家へのグループ研修プログラムを策定する。 

1-2 研修に用いる技術マニュアルやテキストを作成する。 

1-3 プロジェクト対象地域の普及員を対象に、適切な湿地利用のための環

境に配慮した灌漑稲作技術と研修方法に関する研修を実施する。 

1-4 プロジェクトサイトで、研修展示圃場を設置する。 

1-5 研修を受講した普及員の普及活動に関してモニタリングと評価を実施

する。 

2-1 小規模農家に対する現地研修プログラムを策定する。 

2-2 プロジェクトサイトにおいて、中核農家を選定する。 

2-3 中核農家を対象に、適切な湿地利用のための環境に配慮した灌漑稲作

技術と展示方法に関する研修を実施する。 

2-4 プロジェクトサイトにおいて、小規模農民グループを対象として、技

術マニュアルやテキストを利用しながら、灌漑施設の建設及び維持管

理、栽培管理、収穫後処理を含めた灌漑稲作技術に関する現地研修を

実施する。 

2-5 プロジェクトサイトにおける小規模農家の活動のモニタリング、評価

及びフォローアップを実施する。 
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１－３－３ 協力期間 

2008年6月～2011年6月の3年間。 

 

１－３－４ 実施機関 

農業畜産水産省（Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries：MAAIF） 

 

１－３－５ 対象地域 

ウガンダ東部地域の22県1。 

 

１－３－６ 想定受益者 

対象地域各県の関連政府職員及び小規模農民。 

 

                                            
1 地方分権化の進行により、現在までに東部地域の県は 27 県に増加しているが、プロジェクトでは混乱を避けるため協力開始当初の

県の区分を踏襲しているため、本報告書においても同様の区分を採用する。 
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第２章 評価の方法 
 

本終了時評価は、JICA事業評価ガイドライン（改訂版）に基づき、プロジェクト・サイクル・

マネージメント（Project Cycle Management：PCM）の評価手法を採用して、日本、ウガンダ双方

の評価者から構成される合同評価調査団により実施された。 

 

２－１ 評価項目 

本終了時評価に当たっては、以下の評価5項目の観点からの検討を行い、評価を実施した。 

（1）妥当性：妥当性は、プロジェクトが定めた上位目標とプロジェクト目標が、被援助国の開

発政策やターゲット・グループのニーズと一致しているか、また、これらの目標

を達成するためのプロジェクト・デザインが妥当であったかを検証するものであ

る。 

（2）有効性：有効性とは、プロジェクト実施によって、ターゲット・グループに対して所期の

便益をもたらすことが出来たかどうかを評価するものである。そのためにはプロ

ジェクト目標の達成度を分析するとともに、その内容について、プロジェクト活

動によるアウトプット産出への貢献度を検証することが必要である。 

（3）効率性：効率性とは、プロジェクト実施過程における生産性のことであり、投入がアウト

プットにどれだけ効率的に転換されたかを検討する。 

（4）インパクト：インパクトとは、プロジェクト実施により生じた直接的及び間接的なポジテ

ィブ、ネガティブな効果、影響のことである。 

（5）自立発展性：自立発展性とは、プロジェクト実施による効果が、プロジェクト終了後にお

いても持続されるかどうか、それらの阻害及び貢献要因について、政策及び

制度的側面、組織及び財政的側面、そして技術的側面から検証するものであ

る。 

 

２－２ データ収集・分析手法 

本終了時評価においては、以下のデータを収集・検討するほか、現地調査において、日本人専

門家及びカウンターパートへの聞き取り、プロジェクト対象地域踏査及び受益農民へのインタビ

ューなどを通じ、情報を収集した。 

（1）討議議事録（R/D）、PDM、活動計画（Plan of Operations：PO）などプロジェクト計画資料 

（2）プロジェクト活動進捗報告書、短期専門家報告書 

（3）日本側、ウガンダ側投入の詳細 

（4）プロジェクト活動進捗及び成果に関するプロジェクト作成資料 

    

これらの情報に基づき、PDMに掲げられた指標と照らしてプロジェクトの進捗及び成果達成状

況を確認したうえで、合同評価調査団内で検討を行い、上記評価5項目の観点から調査結果の分析

を行った。本調査報告については2011年4月26日に開催された合同調整委員会（Joint Coordinating 

Committee：JCC）において内容を報告し、関係者の了解を得た。 
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２－３ 評価調査の制約・限界 

本評価調査は限られた予算と調査期間をもって実施されたため、全プロジェクトサイトを訪問

することはできず、県レベルのカウンターパートや受益農民へのインタビューについても対象が

一部に限られた。また、信頼できる統計データが入手できず、プロジェクトで収集されたデータ

についてもサンプル数が少ない例が散見されたが、他に入手可能な情報が得られなかったため、

本調査ではそれらに基づく分析を行っている。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側の投入 

（1）専門家派遣 

下表3-1のとおり、12分野の長期・短期専門家合計9名がプロジェクトに派遣された。長期

専門家2名はMAAIF本省に常駐し、1名がMbale連絡調整事務所に配置され、技術分野の短期

専門家とともに対象地域での業務にあたった。 

 

表３－１ 専門家派遣実績 

役職・専門分野 派遣期間 

2008.8.1 - 2008.10.26 

2009.6.20 - 2010.1.6 

2010.7.20 - 2010.10.14 
チーフ･アドバイザー 

2011.4.1 - 2001.4.30 

業務調整／研修* 2008.6.11- 2011.6.30 

営農／普及* 2008.10.3 - 2011.6.30 

生計向上／プロジェクト運営* 2009.9.7 - 2011.6.30 

2008.8.3 - 2009.3.16 
灌漑農業 

2009.10.12 - 2010.3.7 

小規模水源開発 2010.11.20 - 2010.12.19 

農家経済調査 2009.1.13 - 2009. 3.13 

農家経済・営農調査 2010.10.25 - 2010.12.22 

2009.7.2 - 2009.11.27 

2010.1.18 - 2010.5.17 

2010. 7.29 - 2010.10.11 
稲作栽培 

2010.12. 4 - 2011. 1.22 
注：*印は長期専門家 

出所：プロジェクト作成資料 

 

（2）機材供与 

プロジェクト活動の実施及び技術移転に必要な研修用視聴覚機材、車両、事務機器等が

要請され、総額183,910USドル相当の機材が供与された。これら供与機材の詳細については

英文合同評価報告書付属資料1に示すとおりである。 

 

（3）本邦及び第三国研修 

ウガンダ側C/Pのうち16名が本邦研修、3名がエジプトでの第三国研修に参加した。これ

らの研修の詳細については英文合同評価報告書付属資料1を参照されたい。 

 

（4）現地業務費支出 

これまでに総計で1,042,465,774ウガンダ・シリング（約434,400USドル）のローカルコス

ト負担が行われた。各年度の支出実績は下表3-2に示すとおりである。 
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表３－２ 現地業務費支出実績（ウガンダ・シリング） 

年度（*1） 2008 2009 2010（*2） Total 

金額 358,732,944 362,834,445 320,898,385 1,042,465,774 

（*1）日本の会計年度による。（*2） 2010年度第3四半期末までの実績。 

出所：プロジェクト作成資料 

 

３－１－２ ウガンダ側の投入 

（1）カウンターパートの配置 

ウガンダ側カウンターパートとして、MAAIF本省より2名、各県から県農業官（District 

Agricultural Officer：DAO）及び普及員3名が配置された。県レベルのカウンターパートは、

本プロジェクトによる研修を受講した後、主として各県でのプロジェクト活動に参加した。

（詳細については英文合同評価報告書付属資料1のカウンターパートリストを参照。） 

 

（2）土地、施設等の提供及び予算措置 

ウガンダ側より、MAAIF本省内に専門家執務室が設置され、これら執務室の付帯資機材

及び電気・水道設備が提供された。また、Mbale連絡調整事務所の設置にあたり県生産局敷

地内の土地が提供され、同事務所の付帯資機材及び電気・水道設備もウガンダ側負担によ

り提供された。さらに、本調査時点までに、下表3-3に示すとおり、総額で33,885,650ウガン

ダ・シリング（約14,120USドル）のローカルコストが負担された。 

 

表３－３ ウガンダ側ローカルコスト実績（ウガンダ・シリング） 

年度（*1） 2008/09 2009/10 2010/11（*2） Total 

金額 6,164,840 7,770,810 16,950,000 30,885,650 
（*1）ウガンダの会計年度（7月～6月）による。（*2）2011年3月末までの実績。 

出所：プロジェクト作成資料 

 

３－２ アウトプットの達成状況 

本プロジェクトにおいては、プロジェクトサイトでの持続型灌漑農業技術の導入によるコメの

生産性と生産量の向上を目標として、2つのアウトプットが設定されている。各アウトプット達成

のための活動状況及び達成度は以下のとおりである。 

アウトプット1 達成レベル

対象地域の普及員の、小規模農家を対象とした灌漑稲作の研修・普及に必要な能

力が向上する。 
高 

指標： 

1．普及員のための、灌漑稲作技術に関する研修プログラムと研修方法が策定され

る。 

2．対象地域において、研修を受講した60％以上の普及員が、灌漑稲作技術を、小

規模農家に普及する。 

 

高 

 

高 

プロジェクトでは、県農業普及関係者と農民代表に対する集合研修のプログラムを策定し、同

研修の教材として「低地稲作生産ガイド」を作成した。これらについては、これまでの研修実施

を通じて継続的に見直しが行われ、最終版が完成している。現地研修についても、指導内容と実
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施手順が整理され、各地での研修受講者のフィードバックに基づき、随時改訂されてきた。現地

研修プログラムは現在最終編集段階にあり、協力期間終了までには最終版が完成する予定である。 

これまでに、普及員を対象とした普及教材作成研修を含め、集合研修は合計20回実施され、計

283名（県農業官22名、農業普及員154名2、農民代表89名、その他の関係者18名）が研修を受講し

た（集合研修の詳細については英文合同評価報告書付属資料8を参照）。農業普及員による農民へ

の技術指導状況を把握するため、プロジェクトではアンケート調査を実施しており、その結果は

英文合同評価報告書付属資料9に示すとおりである。同調査においては、49名の有効回答者中、48

名（98％）が既に担当地区の農民に対してプロジェクトが導入した稲作技術に関する指導を行っ

ており、18名（37％）はプロジェクトサイトと同様の研修展示圃場を設置して指導を行ったと回

答している。 

以上のことから、本アウトプットについては、これまでにほぼ達成されたことが確認された。 

 

アウトプット2 達成レベル

プロジェクトサイトの小規模農家の灌漑稲作技術が向上する。  高 

指標： 

1．440名以上の小規模農家が現地研修に参加する。 

2．少なくとも220名以上の農家が、灌漑稲作技術を採用する。 

 

高 

高 

プロジェクトではこれまでに、対象地域である東部22県のうち18県で、合計54カ所のプロジェ

クトサイト3を選定し、灌漑稲作技術の現地研修を実施した（現地研修の詳細については英文合同

評価報告書付属資料10に示すとおりである）。現地研修は複数回のセッションから構成されており、

セッションの参加者は1～27名、平均で約14名である。これらの集合研修は下表3-4に示すとおり、

各地で順次実施され、指標の目標値である440名を大幅に上回る合計780名の農民が現地研修に参

加した。 

 

表３－４ 各作期における現地研修実績 

現地研修実施時期 2009年第1作期 2009年第2作期 2010年第1作期 2010年第2作期 合計

プロジェクトサイト数（*1） 8 10 12 32 62

参加農民数（*2） 131 112 152 385 780

注*1：現地研修が2回実施された8か所のプロジェクトサイトの重複を含む。 

注*2：複数回のセッションの平均参加者数に基づく。 

出所：プロジェクト作成資料 

 

プロジェクトサイトの農民はプロジェクトが指導した技術の効果を実感しており、技術の採用

に積極的な姿勢を示している。今般調査のインタビューにおいても、必要種子量の減少、除草労

働の軽減、収量の増加など、新たな技術がもたらした効果について農民が高く評価していること

が報告された。下表3-5に示すとおり、2010年第1作期末までに現地研修が終了した24カ所のプロジ

ェクトサイトにおける研修農民数は395名であり、そのうち254名（64％）が既に習得した稲作技

                                            
2 集合研修については、農民代表との共通研修である稲作技術研修のほか、普及教材研修が実施されているため、普及員の多くが集

合研修を 2 回受講している。154 名はその重複を含む延べ受講者数。 
3 陸稲のみの研修・展示が実施された 3 カ所のプロジェクトサイトの実績を除く。 
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術を実践している。 

以上のとおり、本アウトプットの指標の目標値に関しては既に達成されているが、2010年第2作

期には、さらに385名の農民が現地研修を受講しており、そのうち78名が現地研修と並行して自ら

の圃場でプロジェクトにより導入された技術を実践している。今後、農民間の技術伝播が生じる

ことも勘案すると、技術を採用する農民の数は次作期にさらに増加するものと予想される。この

ように高い技術受容を可能とした要因として、プロジェクト関係者からは、導入された技術が低

コストで簡易なものであったことに加え、農民の圃場で技術の効果を農民が自ら体感することを

可能にした現場研修の有効性が指摘されている。 

 

表３－５ 農民による技術採用状況 

プロジェクトサイト 
研修参加農民数

（*1） 

技術採用農民数
（*2） 

割合（％） 

2009年第1作期の現地研修実施サイト 131 177 135.1 

2009年第2作期の現地研修実施サイト 112 33 29.5 

2010年第1作期の現地研修実施サイト 152 44 29.0 

小計 

（2010年第1作期末までの研修終了サイト）
395 254 64.3 

2010年第2作期の現地研修実施サイト 385 78 20.3 

総計 780 332 43.3 

注*1：複数回のセッションの平均参加者数に基づく。 

注*2：プロジェクトが2010年11月から2011年3月にかけて実施した調査において、既に技術を採用したと回答した農民数。（そ

れ以降の実践についてはこの数値に含まれていない。） 

出所：プロジェクト作成資料 

 

３－３ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標 達成レベル

プロジェクトサイトにおいて、持続型灌漑農業技術が導入され、コメの生産性と

生産量が向上する。 
高 

指標： 

1．プロジェクトサイトにおいて、2008年UNRDSの指標と比較し、コメの収量が

少なくとも1.5倍以上になる。 

2．研修を受講した普及員が担当している地域において、プロジェクトが導入し

た栽培方法を適応している圃場が110ha以上になる。 

3．小規模農家の地域特性に適応した稲栽培技術に関する研修プログラムが策定

される。 

 

高 

 

高 

 

高 

単位収量に関しては、54のプロジェクトサイトのうち30カ所からのデータが得られている。下

表3-6に示すとおり、研修展示圃場の収量には幅があり、ha当たり0.5～7.6t、平均ではha当たり3.6t

となっている（各サイトの実績については英文合同評価報告書付属資料11を参照）。UNRDSに記載

されている2008年の単位収量はha当たり2.2～2.6t（平均2.4t）であり、プロジェクトサイトの実績

はその1.5倍である3.6tという目標を達成している。 
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表３－６ 研修展示圃場における単位収量 

単位収量 

（t／ha.） 
2.5未満 

2.5～

3.6 

3.6～

5.0 
5.0以上 小計 未収穫

データ 

なし（注1） 

収穫に

至らず
（注2） 

合計

サイト数 9 3 12 6 30 8 3 13 54

注*1：プロジェクトが収量調査を実施する前に農民が収穫してしまった事例。 

注*2：研修が中断したサイトや、特に第二作期、周囲の圃場に作物がなかったため鼠や鳥による被害を受けたサイトを含む。 

出所；プロジェクト作成資料 

 

単位収量の増加に加え、研修受講農民によるコメの作付面積の拡大や、他の農民への技術波及

による生産面積の増加も報告されている。プロジェクトのデータによると、これまでに、プロジ

ェクトサイトと周辺地域の約63.5haの圃場で、プロジェクトが指導した技術が導入されている（詳

細については英文合同評価報告書付属資料1を参照）。本調査時点で現地研修が終了したばかりの

サイトについては、次作期で農民による技術適応が確認されることになるが、これまでの実績か

ら見て、技術が適応される面積の更なる増加には高い期待が持てる。さらに、プロジェクトの研

修を受講した農業普及員に対するアンケート調査においては、プロジェクトサイト以外での普及

活動を通じ、上記の圃場以外にも合計112haの圃場で、プロジェクトが導入した技術が導入された

ことが報告されている（アンケート調査結果については英文合同評価報告書付属資料1を参照）。 

なお、前節に記載のとおり、集合研修プログラムは既に最終版が完成しており、現地研修プログ

ラムについても最終化の段階にある。これらは協力期間終了までに完成し、将来的な研修実施を

担う関係機関・関係者に対し配布される予定である。 

以上のことから、本プロジェクトの目標達成の見込みは高いと判断される。 

 

３－４ 上位目標達成の見込み 

上位目標 達成見込み

ウガンダ東部地域の県におけるコメ生産量が増加する。 中 

指標：2014年までに、プロジェクトが開始された時期と比較し、対象地域の県の

コメ生産量が1.5倍以上になる。 
中 

今般調査においては、県ごとの稲の生産量に関して信頼できる統計資料を入手できなかったた

め、プロジェクトが実施した調査から得られたフィールド・データに基づき、上位目標達成の予

測を行った。下表3-7は、プロジェクトが2010年11月に収集したデータに基づく収量比較であり、

プロジェクトサイトの単位収量は平均で約2.7倍に増加している4。また、今般調査のインタビュー

において、稲の栽培面積についても、約3倍から4倍に拡大したという報告が得られている。 

                                            
4 今般調査においては、信頼できる他の情報が得られなかったため、本データを使用したが、これらには以下の質的制約がある。ま

ず、いくつかのプロジェクトサイトでは農民が自らの圃場ではなく、プロジェクトの研修展示圃の実績を「現在の収量」として回

答している。また、調査の時期から考えて、「現在の収量」は 2010 年第 1 作期の実績であると考えられるが、それと呼応する 2009

年第 1 作期の実績ではなく、直前の 2009 年第 2 作期の実績が「以前の収量」として報告されている可能性も高い。第 1 作期と第 2

作期では通常収量に差が出るため、この点についても留意が必要である。 
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表３－７ サンプル農家における収量の増加 

Bukedea Mbale 
県 

（サイト） Okichira Apopoo
Iganga Jinja Kamuli Kumi MayugeNakaloke

1 

Nakaloke

2 

Pallisa Serere Tororo 平均

以前の収

量（t/ha） 
0.65 0.9 1.05 2.5 1.25 2.5 2.0 0.75 1.0 1.75 2.5 2.4 1.6 

現在の収

量（t/ha） 
2.8 0.7 3.2 5.0 7.5 2.5 4.6 7.0 1.9 1.75 8.5 5.75 4.27

増加率 

（％） 
331 -22 205 100 500 0 130 833 90 0 240 140 167

出所：Impact Survey Report of Sustainable Irrigated Agricultural Development Project in Eastern Uganda （短期専門家作成報告書、2010

年12月） 

 

上記の傾向は、プロジェクトサイトのデータ、しかも一部のサイトの実績に基づくものであり、

対象県の一般状況を反映するものではないという制約はあるが、少なくともこれらのデータから

見る限り、上位目標の達成の可能性については肯定的な傾向が確認された。ただし、上位目標達

成のためには、今後県の普及関係者やプロジェクト参加農民によって、他地域ないし他の農民へ

の技術伝達が継続あるいは拡大されていくことが不可欠であり、その波及可能性と程度は現状で

は未知数である。よって、上位目標の達成見込みについては中程度と評価された。 

 

３－５ 実施プロセス 

３－５－１ 意思決定とモニタリングのメカニズム 

プロジェクトの最高意思決定機関であるJCCはこれまでに2回開催され、プロジェクトの活動

進捗及び成果達成状況と次期活動計画内容の確認・承認等の機能を担ってきた。また、県レベ

ルのカウンターパートとプロジェクトチームから構成される技術関係者ワークショップ

（technical stakeholder workshops）が年2回開催され、当該期間の活動、成果、問題点及び解決策

についての実務的な協議が行われている。なお、日常的な業務に関しては、MAAIFに常駐する

専門家とMAAIF本省のカウンターパートによる週例会合が開催されている一方で、ムバレ連絡

調整事務所スタッフも含めたプロジェクトチーム全体としての定期会合の機会は設定されてい

ない。チーム全体としての定期会合も当初は計画されていたが、現地研修が各地で随時開催さ

れるようになって以来、全員の予定調整が難しくなり実施されていない。活動実施に大きな支

障を来すことはなかったが、一部のスタッフからは、事務連絡等に齟齬が生じた事例も報告さ

れている。 

 

３－５－２ 県レベルカウンターパートとの連絡調整 

本プロジェクトは、広範な地域に存在する多数の県を対象としていたが、プロジェクトと各

県農業普及関係者との間には円滑な連絡調整・コミュニケーションが構築されていた。インタ

ビュー対象となった県レベルのカウンターパートは、プロジェクトの目的・活動、プロジェク

トによって農民レベルでもたらされた効果や課題について正確な理解を有しており、前述の技

術関係者ワークショップに加え、各地での現地研修の報告書の共有や、専門家及びプロジェク

トスタッフによる頻繁な報告など、プロジェクト活動への彼らの参加を確保するためにプロジ

ェクトが行った努力を高く評価している。 
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第４章 評価調査結果 
 

４－１ 評価5項目による評価結果 

４－１－１ 妥当性 

以下の理由から、本プロジェクトの妥当性は高いと評価された。 

    

（1）ウガンダ政府の政策との合致 

現行のウガンダ政府の国家開発計画（National Development Plan：NDP：2010-2014）にお

いて、農業は最重要セクターの1つと認識されており、近代化と生産性の強化が重視されて

いる。MAAIFの開発戦略投資計画（DSIP：2010/11 – 2014/15）においても、「生産性の向上」

は最重点領域とされており、農業技術の改善、普及サービスの向上、農業のための水資源

利用、土壌及び水管理による土地生産性の向上などを含む8つのプログラムが策定されてい

る。また、2009年に策定されたウガンダ国家稲開発戦略（UNRDS）も、2009/10年から2017/18

年までの10年間で稲の生産量を約3倍に増加させるという目標を掲げている。以上のことか

ら、本プロジェクトの方向性はウガンダ政府の開発政策、農業セクター計画に合致したも

のであると言える。 

 

（2）日本の開発援助政策との整合性 

農業開発を4重点分野の1つに位置付けるわが国の対ウガンダ国援助方針の基本的な方向

性に変更はなく、アフリカにおける稲作の生産性向上に向け、継続的に「アフリカ稲作振

興のための共同体（CARD）」の枠組みを支援する立場を取っている。JICAの事業展開計画

においても、農業セクターの近代化支援のため、コメ振興、畜産振興、地場産業振興の3プ

ログラムが展開されており、本協力はコメ振興プログラムの重要なコンポーネントと位置

付けられている。これらの点から、本プロジェクトの方向性とわが国の援助政策との整合

性が依然として確保されていることが確認された。 

 

（3）受益者ニーズとの整合性 

対象地域の小規模稲作農家の多くは以前から稲作の経験を有していたが、、改善された稲

作技術を習得する機会を得られず、粗放的な技術に依存しており、農民を指導する立場に

ある県農業普及員等も、稲作生産技術の知識を十分には有していなかった。近年、コメ需

要の増加に伴って、換金作物のみならず食用作物としてのコメの重要性が高まっているこ

ともあり、農民や県農業普及関係者は本プロジェクトによる灌漑稲作技術研修を高く評価

している。またプロジェクトで導入された技術が低コストで農民による適応が容易である

という面からも、本プロジェクトの内容は地域及び受益者のニーズに対する適切な対応で

あったと考えられる。 

 

４－１－２ 有効性 

成果達成の確認に基づき、本プロジェクトの目標は協力期間内に達成される見込みであり、

プロジェクト実施の有効性は高いと言える。 
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（1）プロジェクト目標達成の見込み 

本プロジェクトの目標はプロジェクトサイトにおけるコメの生産性向上と生産量の増加

である。研修活動を通じ、プロジェクトサイトでは農民の稲作技術が改善され、収量の増

加をもたらしている。研修受講農民は、作付面積を既に拡大した、あるいは今後拡大する

意向を表明しており、他の農民に対しても積極的に技術を伝達している。以上のことから、

今後も引き続きこれらの効果が継続・波及することが期待され、プロジェクト目標が達成

される見込みは高いと考えられる。 

 

（2）プロジェクト目標達成に対するアウトプットの貢献度 

農民に技術指導を行う県の農業普及関係者の稲作知識及び普及手法に関する能力向上と、

農民が自ら稲作生産活動を実施するための能力獲得という本プロジェクトの2つのアウト

プットは、コメの生産性向上と生産量の増加というプロジェクト目標の達成手段である。

従って、アウトプットの達成がプロジェクト目標に結びつく論理性は依然として確保され

ている。また、前章で確認したとおり、これら2つのアウトプットは適切に達成されつつあ

り、プロジェクト目標の達成に等しく貢献している。 

 

（3）プロジェクトの有効性に対する貢献要因 

プロジェクトにおいては、生産性向上をもたらす基本的な稲作技術を厳選し、農民の労

働力以外の追加投入を必要としない技術コンポーネントを中心として普及・指導した。ま

た、現地研修・展示手法についても外部投入を最低限に抑え、受益者負担を求めるなど、

将来的な継続実施を可能とするよう配慮がなされていた。これらの工夫が、受益者レベル

での技術受容、継続実践を促進し、普及員による技術伝達に貢献したと考えられる。 

 

（4）プロジェクトの有効性に対する阻害要因 

今般調査においては、プロジェクトのマネジメントに関連して、いくつかの点が指摘さ

れた。まず、専門家が分散して配置され、広範囲に散在しているプロジェクトサイトでの

活動が多岐にわたるものであったこと、にもかかわらず、プロジェクトチームとしての連

絡調整のシステムが構築されなかったことは、活動進捗に関する共通認識の確立や経験共

有の面で課題を残した。また、本プロジェクトの内容は対象県、しかも郡（Sub-county）単

位で設置されるプロジェクトサイトでの活動を中心とするものであったが、プロジェクト

事務所は実施機関本省内に設置されていた。技術分野の短期専門家は基本的にムバレ連絡

事務所に配置され、対象地域での活動に重視したが、プロジェクト全体の運営管理を担う

長期専門家の2名がMAAIFに常駐しており、対象県、特にプロジェクトサイトとの連絡や移

動に時間とコストを要したことには留意しておく必要があろう。 

 

（5）外部条件の変化による影響 

プロジェクト開始当初に選定されたプロジェクトサイトのうち数カ所においては、水源

の安定性に問題があり、水不足のため場所の変更を余儀なくされた。また、その後も数カ

所のプロジェクトサイトでは栽培時期の遅れなどから水不足の影響を受けたが、現地研修

の実施そのものに支障を来した事例は極めて限定的であった。研修を受講した普及員の定
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着についても、若干の人員の異動はありつつも、習得技術の農民への伝達は着実に行われ

ていることが確認された。よって、外部条件の変化による特筆すべき問題はなかったと判

断される。 

 

４－１－３ 効率性 

本プロジェクトの運営において、日本・ウガンダ側双方の投入、活動はそれに見合った成果

達成に結びついており、他本プロジェクトの効率性は高いと判断された。 

    

（1）投入によるアウトプットの達成度 

日本側、ウガンダ側双方からの投入は計画どおりに行われた。これらの投入は量、質と

もにアウトプットの産出に対して適切なものであり、円滑な活動実施に貢献した。 

    

① 専門家の投入 

日本人専門家については、派遣時期、専門分野ともに適切であり、カウンターパート

や受益者である農民との関係も良好である。専門家はその期待される指導的な役割を十

分に果たしており、成果達成に貢献した。 

② 機材の投入 

プロジェクト活動に必要な機材は当初計画どおりに供与された。これら供与機材はい

ずれも良好な状態で維持管理され、研修活動及びプロジェクト運営管理業務のために有

効活用されている。 

③ カウンターパートの本邦・第三国研修 

本邦及びエジプトで実施されたカウンターパート研修の内容は適切なものであったと

判断される。研修参加者は、これら研修がプロジェクト活動のみならず、将来的な各々

の業務遂行に際しても有益であると評価している。 

④ ウガンダ側投入 

本プロジェクトには、MAAIF及び対象各県から活動に必要な分野のカウンターパート

が計画どおりに配置された。また、MAAIF内の専門家執務室及びMbaleの連絡事務所の土

地と、これら事務所の付帯施設が提供され、円滑なプロジェクト活動運営に貢献した。 

 

（2）わが国の他の協力事業との連携 

本プロジェクトは、コメ振興プログラムの下で実施されており、「ネリカ米振興計画」や

青年海外協力隊（JOCV）との連携が構築された。特に、前者との連携においては、集合研

修のプログラム及び教材の作成、研修実施の講師派遣に関する協力を得ており、この連携

は期間・陣容ともに限られた本プロジェクトの効率性に大きく貢献した。 

 

４－１－４ インパクト 

本調査においては、プロジェクト活動のポジティブな効果、影響が確認され、ネガティブな

効果、影響は特定されなかった。上位目標達成へのインパクトに関しても正の効果が予想され

る。 
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（1）上位目標の達成見込み 

前章に記載のとおり、プロジェクトサイトの大半においてコメの生産量増加と生産性向

上が確認されている。プロジェクトが実施した研修を通じて、東部州のほぼすべての県に

灌漑稲作技術を習得した普及員が存在し、プロジェクトに参加した農民が他の農民への技

術指導を行うなど、農民間普及の事例も既に報告されていることから、協力期間後も各地

での稲の生産が増加することが予想される。また、プロジェクトでは対象22県のうち14県

を対象とした水源調査を実施しており、400カ所以上の水源を調査した結果として約260カ

所の有望な水源が特定されている5。したがって、協力期間終了後も、プロジェクト成果の

更なる拡大に向けた関係者の努力が継続されれば、上位目標達成への高い見込みが期待で

きる。 

 

（2）協力実施によるポジティブ・インパクト 

プロジェクトサイトでは、コメの生産増加により農家収入が向上し、生計の改善がもた

らされたことが報告された。農民へのインタビューでは、家の改築、子供の教育費用や家

族の医療費捻出に苦労しなくなったこと、生活必需品を入手できるようになったことなど

に加え、家の改築や自転車・バイクなどの耐久消費財を購入することができるようになっ

た例も挙げられた。また、相互扶助による共同作業やグループ貯蓄に基づく信用供与、グ

ループとしての生産物販売など、組織的な活動が行われている例も散見された。さらに、

農民間の関係改善や外部支援との連携強化、新技術習得及び他農民への指導を通じた自信

の獲得など、社会的・心理的な変化も報告されており、これらはプロジェクトから得られ

たポジティブ・インパクトとして評価できよう。 

 

（3）協力実施によるネガティブ・インパクト 

本調査時点で、プロジェクトによるマイナスのインパクトは報告・観察されなかった。

しかし、将来的に灌漑稲作の波及が予想されることから、湿地環境保全に関する意識喚起

と具体的な取り組みの必要性が指摘された。本プロジェクトでは環境管理庁（National 

Environment Management Authority：NEMA）の協力を得て湿地環境保全に関する講義を集合

研修に組み込み、プロジェクトサイトでの活動にあたっても県環境官（District Environment 

Officers：DEOs）との密接な連携により、農民への意識啓蒙を行ってきた。しかしながら今

後、地域で農民が自発的に稲作を行っていくプロセスにおいては、湿地の適正な管理と持

続的利用に関して、農民の理解促進と保全活動の更なる徹底を図ることが極めて重要であ

ると考えられる。 

 

４－１－５ 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性に関しては、若干の点について留保が認められ、今後の継続な

取り組みが必要であると考えられるため、自立発展性の見込みは中程度という判断となった。 

 

                                            
5 これらの水源を特定するにあたり、農民のみで灌漑施設を設置できない可能性のある河川及び湿地は除外されている。なお、プロ

ジェクトの試算では、特定された 260 カ所の水源による雨期の灌漑可能面積は約 1,100ha である。 
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（1）政策・制度面 

本プロジェクトは、10ヵ年の国家計画であるUNRDSと、コメを重点作物の1つに位置づけ

る現行のMAAIFの開発戦略投資計画（DSIP）に沿って実施されており、政策的支援の継続

性は高いと判断される。しかしながら、包括的な農業普及プログラムとして導入された国

家農業アドバイザリー・サービス（NAADS）の実施体制と従来の県農業普及体制との整理

統合が未だ流動的であるため、制度的な自立発展性には留保がある6。今後、NAADSの陣容

と従来の県農業部との役割分担や連携調整に関する明確化が必要である。 

 

（2）組織・財政面 

協力の全期間を通じて、MAAIF 及び各県関係者は本プロジェクトに対する資金確保に努

力し、プロジェクトでも投入を最小限に抑え受益者負担を促進するような技術選択と普及

手法の工夫を凝らしてきた。しかしながら、農民や普及員を支援するための財政的な裏付

けは確保されておらず、プロジェクト終了後の継続的な資金確保について現状では不透明

であることから、実施機関の財政的自立発展性には疑問が残る。なお、上述した農業普及

事業とNAADSとの制度的な調整は、組織財政面での持続性の観点からも重要であり、早急

な対応が求められる。 

一方、受益農民のレベルでは、組織活動が活発化し、グループ資金の造成や、グループ

として市場にアプローチする例も見られることから、受益者レベルの組織・財政面での持

続性については一定程度期待できると考えられる。 

 

（3）技術面 

本プロジェクトの研修で導入された灌漑稲作技術は、生産性向上に資する基本的な技術

から構成され、農民の労働力以外の追加投入を必要としない低コストの技術パッケージで

あるため、これらの技術は農民に広く受容されている。研修を受講した普及員は習得技術

を農民に指導できる能力を獲得し、普及員間での技術伝達が行われている県も多い。さら

に、研修受講農民の多くが、自ら継続的にこれらの技術を実践するのみならず、他の農民

への技術伝達にも積極的な姿勢を見せており、前章で述べたとおり、地域的な技術波及も

確認されている。以上のことから、本プロジェクトの技術面での自立発展性の見込みは高

いと判断される。 

 

４－２ 結論 

調査団は、本プロジェクトの活動がこれまでに特段の遅延・障害なく実施され、期待された成

果がほぼ達成されつつあることを確認した。協力期間内にプロジェクト目標が成功裏に達成され

る見込みは高いと判断される。したがって、本プロジェクトは当初計画どおりR/D記載の期間をも

って終了することが適切であると結論する。 

 

                                            
6 以前の NAADS 実施においては、県の普及員が NAADS 郡調整官を兼務する形で NAADS の活動に参加する例も多かった。しかし、

現在の NAADS の指導員はすべて契約ベースの民間サービス提供者と位置づけられ、対象地域で農民が選定する優先作物に対する

普及指導のみを行うこととなっている。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

５－１－１ プロジェクト終了までに実施すべき事項 

（1）成果の取りまとめのための活動の実施 

各地のプロジェクトサイトでは、導入された稲作技術実践の経験が蓄積されている。プ

ロジェクトサイトの活動参加者を招いてラップアップ・ワークショップ等を開催し、活動

に参加した普及員や農民の経験共有を図ることは、将来的な技術波及に役立つ教訓を得る

ため、さらに彼らの意欲を促進する意味でも有益であると思われる。 

また、本調査時点では現地研修が終了しつつあるプロジェクトサイトが相当数あった。

既に本調査において成果及びプロジェクト目標に関する指標の目標値達成は確認されてい

るが、これらのサイトに関しても、今後収穫が行われるサイトの収量を把握し、次作期の

作付における技術波及の程度を確認することが必要である。これらは、プロジェクト全体

としての成果を確認するうえで重要であると考えられるところ、プロジェクト終了までに

これらの情報収集を行い、結果を取りまとめることが望ましい。 

 

５－１－２ プロジェクト終了後に実施すべき事項 

（1）農民を対象とした研修・展示活動の継続に向けた努力 

近年、コメは換金作物としてのみならず食用作物としても重要視されており、MAAIF及

び県の農業開発計画においても、コメの重要性が強調されるようになっている。しかしな

がら、農民に対する稲作技術指導・普及活動に対する十分な予算措置がなされているとは

言い難く、さらに現在、前述のとおり、農業普及事業の方向性と体制が流動的であること

から、将来的なプロジェクト成果の継続・確保には課題が多い。農民に対して稲生産技術

を普及し、将来的には種子増殖や収穫後処理技術等についても指導していくことは、将来

的な稲作振興のために極めて重要であり、MAAIF関係者には、農民及び農業普及関係者を

支援するための資金を確保すべく、今後も継続的な努力が強く望まれる。 

 

（2）低湿地の生産的利用に関する関係機関協議の推進 

ウガンダにおいては、「低湿地資源の保全と管理に関する国家政策（National Policy for 

Conservation and Management of Wetland Resources of 1995）」に則り、低湿地の適切な保全、

管理及び利用に関する様々な規定や指針が作成されている。しかしながら、現場レベルで

は陣容の制約もあり、現状ではそれらに関する実際の執行や意識啓蒙が十分に行われてい

るとは言い難く、地域農民の知識の不足等に起因して、低湿地の乱用等の違法行為が発生

する可能性も危惧される。これら低湿地は稲の栽培環境としてのポテンシャルが高いこと

から、稲作振興の観点からは、低湿地の環境保全と持続的な利用に関して、MAAIFと環境

保全関連に責任を持つ政府諸機関との調整が喫緊の課題であると思われる。よって、ウガ

ンダ政府の関係機関には、農業活動の環境影響に関する科学的な検証に基づき、低湿地の

将来的な保全管理及び持続的利用について、実務者レベルも含めた関係機関での一層の議

論を推進していくことが求められる。 
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５－２ 教訓 

５－２－１ 効率性を勘案した活動拠点の設置 

本プロジェクトにおいては、実施機関であるMAAIF本省内に設置されたプロジェクト事務所

に2名の長期専門家が配置され、ムバレに長期専門家1名と短期専門家が常駐する連絡調整事務

所が置かれた。本省内のプロジェクト事務所の存在が、MAAIFにおけるプロジェクト活動への

認識を促進する効果をもたらした面はありつつも、プロジェクトの活動が基本的に各対象のサ

イトで実施されるものであったこと、また、各県との距離や移動の利便性などを勘案すると、

本拠地を首都に置いたことは、プロジェクト運営における効率性の面で必ずしも適切であった

とは言い難い。現場レベルの活動を主たるコンポーネントとする案件の場合、プロジェクト運

営の中心となる活動拠点の選択にあたっては、効率性を十分に勘案することが肝要である。 

 

５－２－２ 地域有力者によるプロジェクトへの参加・活動に対する認知の獲得 

プロジェクトサイトの選定にあたり、地域の有力者には十分な説明が行われたが、実際の活

動への参加を促す、あるいはプロジェクト活動への認知を促すような特段の働きかけは行われ

なかった。農民グループに有力者が参加していたプロジェクトサイトにおいては、これらの有

力者がプロジェクトの成果の普及に積極的な役割を担う例が確認された。地域のリーダーは、

農民に直接、間接の影響力を及ぼす立場にあることから、彼らのプロジェクト活動への参加や、

活動に対する肯定的な認知を獲得することは将来的な成果普及の面で有効であるため、地域で

の農民間波及を持続性確保の戦略と位置付けるプロジェクトにおいては、プロジェクトからの

働きかけを行うことが重要であると考えられる。 
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